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第5巻第5章：巣鷹をめぐる信越国境地域の山地利用規制
著者：荒垣恒明
はじめに
　人と自然の関わり合いの歴史について、ここでは近世における巣鷹山をめぐる山林の用益規制の問題から考えていくことにする。本プロジェクトの中部班が主な研究フィールドとした長野県栄村（一八七五年に箕作村・志久見村が合併し堺村が成立し、一九五六年に堺村と水内村が合併し栄村が成立）には、江戸時代を通じて一貫して巣鷹山が設定され、地域の住人の山野利用のあり方に大きな影響を与えるものとして存在していた。
　巣鷹山というのは、将軍や領主の行う鷹狩に流用する鷹の雛（巣鷹）を確保するために山間部に設置されたものである。鷹狩とは鷹を使って獲物を捕らえる狩猟のことであるが、現代の私たちにはあまり馴染みのないものとなっている。しかし歴史的にみると、支配者の権力・権威と結びつつ地域を問わず広く行われていた非常に重要な狩猟であった。日本でも全く同様で、とくに江戸時代では鷹狩は国家的制度の中に位置づけられ、幕藩権力の象徴として社会的にも非常に重要な存在であった。つまり鷹狩をする権利は幕藩権力によって独占されており（狩人や民衆による鷹狩などあり得ない）、将軍や藩主が鷹狩を行う「御鷹場」に指定された地域の村々では、鷹狩に要する諸役を負担し、猟場としての機能を維持するため日常的にさまざまな規制を受けていたのである。
　この鷹狩をするためには当然のことながら鷹が必要である。しかしどこからか適当に猛禽類を用意すれば、あとはどうにでもなるのかといえばそうではない。良質な雛や成鳥を調達し、それらを鷹匠（鷹を飼育・訓練し鷹狩にも従事する人々、専門集団であり、幕府や藩に召し抱えられていた）が調教していくことによって、はじめて鷹狩用の鷹が準備できたということになるのである。そして巣鷹山というのは、良質な雛の供給源としてまさに必要かつ不可欠の存在であった。権威の象徴としての鷹の雛を得るためには、鷹の繁殖や営巣を妨げぬように環境を維持する必要があり、そのため周辺住人による利用が厳しく制限されることが一般的だった。具体的には狩猟や材木伐採といった生業活動が規制されるほか、巣鷹山への立ち入りそのものが禁じられることもあり、一般的には留山（領主から民衆の一切の利用が一切禁じられている山）と同様の厳しい規制がなされていたと理解されている。日本の近世史研究においては、田畑を基軸とした石高制では把握できない領域に対する領主支配の表れ方の一つとして注目される場合もある。しかしその実像については、近年新しい研究成果も世に問われるようになってきたが、具体的なことはあまり分かっていないといえる。
　幸い栄村にあった巣鷹山に関しては、箕作村の村役人（名主）を長く務めた（栄村箕作）のもとに関係史料が大量に残されており、主に一八世紀以降の巣鷹山をめぐる動向を明らかにすることができる。そこで本稿では島田家文書に依拠しながら、栄村の巣鷹山をめぐる制度と地域住人との関わりの歴史について明らかにしていきたいと思う。
＊島田家文書については、昭和五〇年代に新潟県津南町による町史編纂事業の際に、大方の整理がなされ、概要目録（『島田氏古文書目録』）が作成されている。私たちは二〇〇〇年から調査に入り、文書封筒を使った整理と古文書全点の写真撮影を行った。本文中の引用史料の史料番号は、原則的に『島田氏古文書目録』の番号を基準としているが、必要に応じて枝番号などを独自に付けた場合もある。なお調査の際には、現当主の島田汎（ひろし）氏に大変お世話になった。
　信州秋山の巣鷹山について
　本稿の対象とする信州秋山周辺の巣鷹山は、一三世紀前半（鎌倉時代後期）からその存在を確認することができる。全国的にも稀有な事例であるが、これは当地の中世史を考える材料として、市河文書という貴重な武士団文書が残されているおかげである。市河文書は志久見郷に本拠を置いた市河氏に伝わった文書群で、この中に巣鷹や巣鷹山に関する史料が、鎌倉時代（一三世紀）以降残されており、近世以前の時代から、当地の巣鷹山が支配者から注目される存在であった点を確認することができる。この点は戦国時代（一六世紀後半）に至っても変わっておらず、市河氏は配下に入った甲斐国の武田氏に対して巣鷹を進上している。そのため武田氏から、巣鷹の運搬や巣鷹山の管理についての指示を受けることもあった。巣鷹山の管理に関していえば、「巣山」に対しては二～四月までの三ヶ月間は猟師の出入りを禁じて、「鷹巣」を守るようにという指示がなされている（天正九年正月九日武田勝頼朱印状案）。
　武田氏の滅亡後、市河氏は越後上杉氏に属し、一六〇一年の上杉氏の米沢転封に従って当地を離れてしまう。そのため江戸幕府の時代になる頃の巣鷹山については、よく分からないことが多い。しかし巣鷹の産地としての重要性は一貫して存在していたようであり、当地の支配者が松平忠輝（徳川家康の六男）であった慶長一八年（一六一三）二月には、長瀬（江戸時代には箕作村の枝村の一つ）の甚右衛門と一〇人の者に対して、志久見山の巣守とするので高一五〇石分の諸役を免除する旨の文書が、忠輝の家臣から発給されている（慶長一八年二月朔日付松平重勝黒印状、栄村長瀬・斎藤励二氏所蔵）。つまり一七世紀初頭の段階で、すでに巣鷹山を管理する巣守が設置されているのである。以後、江戸時代を通じて巣鷹山が存在していくことになる。当地は宝永年間（一七〇四～一七一〇年）に幕府領となるので、これ以降は江戸幕府に対して巣鷹を献上する役目を負った。この巣鷹山から求められていた巣鷹は、ハイタカやツミといった小型の鷹の雛であった。江戸時代においても「古来よりの御巣場」と意識されており、良質な巣鷹の産地と理解されていたことが分かる（島田家文書一〇一七―七号、以下、史料番号のみを示す）。
　【写真一　慶長18年巣守諸役免許の史料の写真　斉藤励二家】
　【写真二　ハイタカの写真】
　江戸時代において巣鷹山（史料上は「巣場山」と記されることも多い）が、具体的にどのような経緯で設定されたのかは不明である。しかし時代が下るにつれて、より詳細な形で巣鷹山の場所を確認していくことができるようになる。一八世紀初頭の段階では大道山、北腰山（高倉山のうち）、小松原山、樽山、板木山の五ヶ所が「前々より相守申候」場所として挙げられているが（九八〇号）、これらは一七世紀段階まで確実に遡りうるものである。明治五年（一八七二）に作成された「御官林書上帳」によれば、この五つの旧巣鷹山の総面積は八六一三町六反歩（一町は約一ヘクタール）という広大なものであった（一七六四号）。これだけの山林が、江戸時代を通じて自由勝手に使ってはいけない場所として広がっていたわけである。
　巣鷹山への立ち入りは原則的に禁じられており、慶長期に巣守が設定された際には、「御鷹巣場山」に対しては前々の通り一切入り込みをしないように命じる高札が領主から出されている（栄村柳在家・関沢信照氏所蔵）。のち元禄一二年（一六九九）に作成された古文書には、「御鷹山札場之覚」として大道山、小松原山など五ヶ所の設置場所が記されている（八二四号、「御国絵図覚帳」のうち）。また幕末期に巣守によって作成された古文書の中には、「御巣鷹山」へ立てる高札については、宝永年中（一八世紀初め）と文化九年（一八一二）に奉行や代官から二枚ずつ頂戴したこと、毎年二月半ばに巣鷹山へ立てて、一一月の小雪の時分まで掲示する習慣であったと記されていて（一〇二〇号）、江戸時代を通じて実際に設置されるものであったと考えることができる。
　このように巣鷹山は、高札を立てて目にみえる形で境界を区切って保全すべき領域として存在していたのである。実際に現地調査に赴いた際、巣鷹山エリアの一つである高倉山を現地踏査してみたところ（二〇〇七年八月実施）、昭和三〇年代までの国有林伐採の影響で全体の景観はかなり変容していたが、水源の維持や谷の崩壊の防止などの理由によって伐採が控えられていた一帯には、樹齢三〇〇～四〇〇年と推定される立派なトチの巨木が現存するなど、今でも見事な山林が残されている状況を確認することができた。トチなどの有用性の高い樹木が途中で伐採されることなく、これだけの年輪を重ねることができたのは、この一帯が巣鷹山として環境が保全される場所であったことが大きく関係していたとみて間違いない。巣鷹山は、確かに保護される領域として存在していたのである。
　【写真三　巣鷹山エリアに残るトチの巨木。樹齢三〇〇～四〇〇年と推測される】
　巣鷹山と巣守
　こうした巣鷹山の管理を実際に担当していたのは「巣守」と呼ばれる人たちであった。巣守は幕府や藩主から派遣された存在ではなく、地元の人々が任じられてさまざまな仕事を行っていた。当地における巣守の起源は必ずしも定かではない。前述のように慶長一八年に巣守に対して諸役免許状が発給されているのが、史料的に確認できる一番早い事例である。慶長期以降、近世初頭の段階で巣守がどのような形で存在していたのかについては、同時代史料から明らかにすることはなかなかできないが、宝暦七年（一七五七）四月に、代官から巣守の由緒を尋ねられた際に、箕作村・志久見村の村役人・巣守によって作成された返答書には、松平忠輝時代に、志久見村において五人（本郷二人、坪野二人、仁手野一人）、箕作村において五人（長瀬三人、北野二人）の巣守が定まり、その子孫が今も巣守を勤めていると記されている（一〇〇五号）。
　【写真四　箕作村長瀬の巣守のご子孫の居宅】
　巣守は巣鷹山を管理するだけではなく、巣鷹献上の全般に関わる存在であった。鷹の営巣場所の発見に始まり、小屋を設置した上での巣の監視、孵化からの日数を確認した上での雛（巣鷹）の巣下ろし、運搬の際に必要となる巣鷹用の籠の準備、巣鷹の餌の確保（鶉・雀などが百羽以上も必要になる場合もあった）など運搬に関わる諸事の手配、江戸での献上の際のさまざまな交渉など、巣守の仕事は実に多岐にわたっていた。そうした仕事は、たとえば鷹の巣の発見にしてもただ見つければよいというのではなく、当地の名産であったハイタカの巣であることが必要であり、さらに鷹狩用には雌の雛が求められるなど、誰でもこなせるというものではなく、巣守としての一定の知識と技術が必ず必要とされるものであった。
　また巣鷹山の管理という点に関していえば、広大な巣鷹山エリアの状態を、わずか一〇人の巣守だけで把握することは容易ではなかったはずである。確かに一〇人の下には、「～組」という形で一定の人員が編成されていたとはいえ（一〇七六号など）、それでも巣鷹の発見などを簡単にこなせたとは思えない。実際に巣の見立ての際に、一定の日当（賃銭）を支払う条件で「秋山之御百姓」が数多く動員されている事例も確認できるのである（一〇七六号）。しかしこうした協業体制が機能していたとしても、巣鷹山全域を十分に管理することは、必ずしも容易なことではなかったと考えられる。
　このように巣鷹山が設定されたからといって、自動的に巣鷹の供給が可能になったわけではなく、巣鷹山を守り献上を実現するにはさまざまな労力が伴っていたのである。そのため巣守に対しては、いくつかの特権が与えられていた。まず慶長期には巣守一〇人に対し、高一五〇石分の諸役が免許されていた（前述）。この他、巣鷹を発見して注進をすると、一巣につき五斗入一七俵の扶持米、実際に巣鷹を献上した場合には一居（すえ）につき金子五両、巣鷹を献上しない場合でも籾八俵半が下し置かれることになっていた（一〇〇五号文書など）。
　しかしこうした特権は、必ずしも江戸時代を通じて変わることなく認められたものではなかった。徳川綱吉政権下（五代将軍、将軍在任期間一六八〇～一七〇九年）の生類憐み政策における鷹狩の廃止と、徳川吉宗政権下（八代将軍、将軍在任期間一八一六～一八四五年）における鷹狩再興という政治的変動の影響は大きく、享保八年（一七二三）には巣鷹の上納制が廃止され、江戸から五〇里以内の場合は一居につき三両、五〇里以上の場合は一居につき五両の代金で買い取る方式へと変更になる（一〇二〇号）。それに伴い、巣鷹献上に関わる扶持米の下賜は一切廃止となってしまった。買い取り金額自体は妥当な設定のようにも思えるが、もしその巣鷹が不要であった場合は買い取られず、江戸まで持参しても何の見返りも期待できず、諸経費は全て百姓側が負担する決まりであったから（一〇一二号）、上納制の廃止は、巣守たちにとって二重の意味で不利に作用していたに違いない。また諸役負担が免除される特権については、少なくとも一八世紀半ばの宝暦年間（一七五一～一七六三年）までは存続しているが（一〇〇五号）、郡中割（幕府の代官・郡代役所での必要経費の割り当て）の免除については、天保元年（一八三〇）に廃止されており（一〇二〇号）、時代が下るにつれて、巣守の特権は否定されていく傾向にあったとみることができる。
　以上の点をふまえた場合、巣守が巣鷹山の管理や巣鷹の上納に深く関わっていたといっても、そのあり方は時々によって変化していたと考えることができる。用益の規制など巣鷹山の管理は、特権が徐々に否定されていく状況の中では次第に形骸化していったであろうことは想像に難くない。実際、一〇人の巣守によって巣鷹山を管理するという形が困難になってきたため、一八世紀半ばの宝暦年間からは、志久見村の巣守の仕事は枝村の仁手野・坪野の五〇軒が、箕作村の巣守の仕事は枝村の長瀬・北野の八〇軒が勤めることになったという。それでも幕末の頃には次第に巣守も疎かになり、周辺地域の人々から、「名目ばかりの御巣鷹山」と侮られる状況になっていた（一〇二〇号）。文化九年（一八一二）に出された高札（発給者は杉庄左衛門中野御役所）の中には、「出所知らざる者共入り込み、猥りに猟業致す趣、あい聞こえ不届の至りにつき」、すなわち巣鷹山へ入り込んで狩猟をする者が存在することを問題とするものがあるのも（一一四七号）、右のような状況と深く関係していたであろう。
　【写真五　文化九年の高札（栄村箕作・島田汎氏所蔵）】
　巣守の仕事のうち、巣鷹献上に関わる諸事に関しては、前述の綱吉政権下での生類憐み政策の影響が非常に大きかった。生類の愛護を中核とする政策の展開によって、鷹狩に関わる諸事は縮小ないしは廃止の方向に進み、当地からの巣鷹献上も、貞享五年（一六八八）から三〇年ほど廃絶することとなった（一一二八号）。この期間に、それまでに蓄積された献上に関わる巣守の諸技術は一度絶えてしてしまったようである。長い中断期間を経た後では、巣守が巣鷹を確認しても、果たして何の鷹の雛なのかさえ判断できないという状況すら存在しており、享保期の巣鷹献上再開後の現場は大変に混乱していた。そのため箕作・志久見村の巣守たちは、一足先に献上を実現していた近隣の野沢村の巣守に諸事を問い合わせることで、巣鷹の献上を果たそうとしていった。しかし結局ほとんど実績を挙げることができず、享保一二年（一七二七）には巣鷹献上を果たすよう厳しい督促が幕府からなされている（一一八〇号）。
　以上、巣守の仕事や特権などについて簡単にまとめてみた。巣守自体は江戸時代を通じて一貫して存在しているのだが、その仕事の内実や特権は常に一定のものではなく、時代や状況によって変化するものだったといえる。この点は、巣鷹山をめぐる用益規制の問題を考える上でも非常に重要なポイントである。
　冒頭で述べたように、将軍や藩主に優良な巣鷹を供する巣鷹山は、厳重な管理の下に置かれていたと一般的には考えられている。しかし「営巣環境を維持するため厳重に管理され、人間の側の用益は規制されていた」という点を指摘するだけでは、巣鷹山に関わる原理原則（＝支配者側の意向）を確認しただけであり、現実問題として巣鷹山はどのような状況に置かれていたのか（＝変化も含めた巣鷹山の実態）という点を明らかにしたことにはならない。そもそも山林は人々にとっては生活の場なのであり、支配者がどのような規制をかけようとも、その場所を生活のために利用しようとする人々の欲求が完全に消えることはなかったはずである。巣鷹山における規制というものは、このような側面にも十分留意しながら理解していくことが重要である。次に、こうした点について、享保年間（一八世紀前半）に当地の巣鷹山をめぐって生じた相論に注目しながら確認していくことにしよう。
　享保期の巣鷹山相論と用益の実態
　この相論は、箕作村の村役人・巣守と越後国三四村の間で、箕作村の巣鷹山での用益のあり方をめぐって争われた大規模なものであった。相論が本格的に開始されたのは享保一三年（一七二八）からであるが、すでにその前年には越後領から巣鷹山への侵犯行為が問題となっていた（一〇七五号ほか）。係争地となったのは、巣鷹山のうち大道山・高倉山（そのうちの北之腰）であり、この二ヶ所に対する越後領（会津藩の預り地）の人々の侵犯行為が問題となっている。すなわち享保一二年頃より、越後国魚沼郡の赤沢・谷内・芦ヶ崎など六ヶ村と枝郷の百姓たちが、信州地内の巣鷹山に対して、徒党を組んで大挙して押し寄せ巣鷹山の高札を打ち落とし、材木・薪・売木などを夥しく伐採することが目立つようになった。両者の対立は時に過激なものとなり、越後領の村々では牢人衆を抱え置き、さらには「軍陣の仕度」などといってさまざまな道具を用意し、山中にて巣守の派遣した「防ぎ人足」と対峙した際には、「かい（貝）を吹き立て」てその人足を捕らえて、衣類を剥ぎ取って立木に縛り付けようとする勢いを示すこともあったという。こうして山中が騒がしくなり鷹が巣を掛けなくなり、このままでは、巣鷹山はおろか周辺の山の木も切り尽くされてしまうので、箕作村が江戸表への出訴を決断したのである（以上、一〇八〇、一一一二、一一二八号など）。
　【写真六　苗場山頂付近から高倉山を望む】
　訴訟を起こした箕作村は、越後国三四ヶ村を相手に、江戸（幕府）へ訴え出ることは、非常に負担の大きい行動と理解していた（一一二八号）。にもかかわらず訴訟に踏み切ったのは、巣鷹山を守ることが巣鷹献上にとって必要だったというだけではなく、その周辺の山々の山林資源（史料上は「御巣鷹山ならびに御運上山に罷り成るべき御山共」と記されている）を乱伐から守ることにつながり、ひいては枝郷の秋山の百姓の生活環境を守ることだという認識が存在していたからであった（一一二八号）。単に巣鷹山は「お上」のものだから守るという意識だけではなく、独自の文脈からその意味が捉え返されている点は注目しておく必要があるだろう。
　結局、この相論は享保一五年に箕作村側の勝訴という形で終了する。その根拠は、元禄期に国絵図が作成された際、高倉山・大道山は信州内の巣鷹山と確定されていたという事実であった。だが巣鷹山エリアは信州内と認められたとはいえ、越後側の諸村と同じく信州側の諸村も一切の入山が禁止されてしまうこととなった（一一二七号）。しかしとにもかくにも、巣鷹山周辺での大規模な立木伐採が食い止められたことの意味は大きかった。これは箕作村側が望むところであったし、実際この段階で植生が維持されたため、巣鷹山は豊かな自然を長く残すこととなったのである。
　【写真七　巣鷹山絵図の写真】
　しかしこの相論の過程の中でもう一つおさえるべきなのは、巣鷹山は周辺地域における用益展開と全く無関係の領域ではなかったことが読み取れる点であろう。大道山・高倉山が伐採の標的となったのは、巣鷹山として環境が保全されていた故に「姫子松・五葉松・黒檜その外雑木とも木立」がよい山であり、さらに千曲川まで材木を搬出しやすい場所に位置していたことが大きな理由であった。すなわち巣鷹山およびその周辺は、材木伐採に極めて適した場所であり、越後領内の人々は、広大な越後側の山々を段々と切り尽くしてしまったので、大道山近辺の山々でも伐採を進めるようになり、相論が発生した頃には、巣鷹山内での伐採も夥しいものとなっていたという（一〇八〇号）。
　こうした越後領の人々の行動というものは、どのように評価できるだろうか。これを巣鷹山への侵犯行為としてのみ非難するのは、あくまでも箕作村の巣守側の認識に立った価値判断でしかない。もう少しトータルに考えていく必要がある。右に示したように、相論以前から巣鷹山周辺での伐採などの活動は存在していた。しかもそうした活動は、鷹の営巣場所への差し障りがない限り、巣守からの許可さえ得れば全く問題とされないものであった。さらに以前の時代には（具体的には享保期から百年ほど前の寛永年中）、越後領内の者でも、「かんな役」という形で運上（税のこと）を納めれば高倉山内での姫子松や五葉松などの木々の伐採が可能な時期さえ存在していた（一〇八〇号）。これらの事実は巣守側からの訴状に示されていることであり、箕作村の巣守たちも特に問題としていない。
　すなわち享保期の相論の際に問題となった巣鷹山は、周辺の住人によって活発に利用されている場所のすぐ隣に位置していたのである。切り尽くされた山々のすぐ近くに木立のよい山があって、そこが材木の運び出しに適した場所であったとすれば、そこも伐採しようと考えるのは自然なことである。これに規制をかけるには、「巣鷹山」ということに大きな説得力がなければならない。しかしこの相論が生じる少し前は、江戸時代の中で最も巣鷹山の価値が説得力を持たない時代であった。前述したように将軍綱吉政権下で生類憐み政策が展開し、巣鷹の献上の必要性自体が消滅してしまったからである。こうした期間が三〇数年続いたことにより、箕作村の巣守たちの巣鷹に関わる技術は途絶し、さらには巣鷹山の管理自体も相当に形骸化し、大道山・高倉山といった巣鷹山は、豊かな植生を残しつつ放置された状態になっていたのであろう。相論の際に巣守側は、「御鷹御用」が無用となっていた間に、「御巣鷹場」の近所での材木の盗み取りが横行するようになったと主張しているが、恐らくこれは事実なのであろう。越後領の人々からすれば、自分たちが用益している山のすぐ近くにあった、樹木豊かな山を有効に利用し始めたに過ぎないのである。こうした状態が数十年続いていたのであるから、吉宗政権下での巣鷹献上再開後の、巣守たちの活動に対する反発は相当強かったはずであり、そのため箕作村の巣守に対して非常に強い実力行使に出たのだといえる（なお他国の領域に対して、なぜ越境しての用益が可能だったのかという点は別に考える必要がある。この点に関しては、本稿では詳細に触れなかったが、享保期の相論の直前段階では、志久見村の巣守は越後側と歩調を合わせることが多かったという点に注目できると思う。志久見村は生活圏のレベルでは越後側と密接な関わりがあり、そのため巣鷹献上が停止されていた期間には、巣鷹山の利用をめぐって、志久見村の巣守と越後領の人々との間で一定の了解が存在していたと推測される）。
　巣鷹山を管理する巣守の側からすれば、巣鷹献上再開後、諸技術の途絶のほか当地が豪雪地帯であることも影響して、なかなか献上が成功しない中で、巣鷹山の環境保全という点が強く認識され、越後の人々による用益活動が非常に問題のあるものととらえられたのである。相論の本格的な開始が、享保一二年に幕府から巣鷹献上を命ずる厳しい督促がなされた翌年であることは偶然ではあるまい。こうした一連の動きの中で巣鷹山の環境保全という問題が先鋭化し、ついに幕府に対して訴え出るまでに対立が大きくなったのである。
　さて後の状況を少し確認しておこう。相論の終結後、「御巣守へ対し敵対の義は申すに及ばず、自今以後、右御山（巣鷹山のこと）へ決して手入れ仕るまじく候」（一一四三号）という認識が、越後領の村々によって示されている場合も存在し、一見、巣鷹山は非常に厳しい管理の下に置かれるようになったとみることもできる。しかし興味深いことに、右に引用した文章というのは、元文三年（一七三八）に、越後側の者が巣鷹山において柴切りをして、巣守に「強勢に敵対」したことに対する詫状の中に記されているものなのである。つまり享保の相論後も、巣守に抵抗する形で巣鷹山へ入り込む行為は存在していたことが分かる。この時は巣守側に幕府へ訴え出るぞと脅されたため、越後側の諸村が詫びを入れており、その意味では巣鷹山と巣守の権威は維持されていたともいえるが、相論後も周辺からの利用圧力がなお存在していることを確認できる点は無視できない。
　こうした状況は決して特異なものではなかった。幕末期の巣守側の主張によれば、一八世紀半ば頃には、越後国の四三ヶ村や信濃国の九ヶ村の者が、巣鷹山にて材木や薪を盗伐する事態が再び生じており、一九世紀に入ると、出羽国出身の狩人（秋田マタギと考えられる）や近隣の村々の者が巣鷹山で度々狩猟を行っており、巣守が制止しようとしても多勢に無勢の状況であり、近年ではますます増長して巣鷹山で焼畑などをしている様子もあるとしている（一〇二〇号）。巣守たちはこうした一連の動きを非難しながら書き連ねているわけだが、巣守側の価値判断を差し引いて考えた場合、これらの動きは、巣鷹山を自分たちの生業の場として使おうとする意志が非常に強く存在していたことを示すものと理解すべきなのではないだろうか。
　こうした点を意識して他の巣鷹山関係の古文書にあたってみると、巣鷹山は厳しく利用が規制される場所である一方で、実際には周辺住人によって使われている山であったことがより一層明確になってくる。ここで全てに言及することはできないが、秋山の者が焼畑を切り開いたり（七四七号）、越後宮ノ原村の者などが焼畑をしている場合（一一四五号）のほか、越後九ヶ村の者が高倉山北之腰で薪拾いをしていることが問題とされたり（一一四四号）、同じく北之腰で近隣の村の者が栃の枯れ木を無断で伐採したことが問題となっている事例（一一四九号）など、幕末期の巣守が嘆いた状況を裏づける出来事をいくつも確認することができる。
　年未詳であるが、巣鷹山内からの榑木を引き出したことをめぐって、箕作村長瀬の巣守が作成した書状の中には、巣守の目の前で行われた行為であるので、さすがに見逃すことはできなかったので差し押さえた（「すもりニ出候目先へ引出し候品を其侭見のがしニも不相成と差押候も尤之事と存候」）という一文が存在している（一一五〇―二号）。その現場を押さえなければ問題にならなかったということではないだろうが、少なくとも巣守たちは、巣鷹山における生業活動の全てを把握できていたわけではなく、そのうちの氷山の一角が露見して問題となった場合に、先に列挙したような古文書が作成されたと理解した方が、恐らく事実に近いのではないかと考えられる。巣鷹山は領主にとって大切な場所であり用益はさせない、というのはあくまで支配者側の原理原則でしかなく、常に徹底した用益制限が実現していたわけでは全くない。実際には箕作村の巣鷹山のように、周辺地域の人々が利用しようとする圧力に常にさらされて、状況次第では、さまざまな用益が展開することもありえる領域ともいえるのである。それ故、綱吉政権下での生類憐みの時代に、巣鷹山が本来の意味を消滅した途端、その内外での材木伐採という大規模な用益が展開したということなのであろう。
　右のような状況が生じるのは、当地の巣鷹山の場合、人里離れた「深山幽谷」の世界ではなく、人間の活動エリアと近接（あるいは重複）する場所に位置していたという点も大きく関係していたであろう（享保期の相論の際に係争地となった大道山・高倉山に対して、巣守は「段々奥山へあい続」く場所（一〇八〇号）、すなわち奥山ではなく、その入り口だという認識が示されている）。しかしこうした立地は、巣鷹山としては特異なものと位置づけることはできない。種類によっても異なるが、自然界の鷹は、多くの場合兎などの小動物を主たる獲物として棲息している。そうした小動物を捕らえようとする場合、完全な原生林の中よりも、見通しのきくポイントが点在しているような、ある程度人里に近く人間の手が入った山林の方が適していた。つまり「深山幽谷」の地ではなく、近くに人が住んでいる場所に巣をかけることも決して珍しくはないのである（小山泰弘氏のご教示による）。そこに巣鷹山を設定することも十分ありえるわけである。これまでの巣鷹山の歴史に関する研究には、鷹が棲息するのだから、巣鷹山は「深山幽谷」の地あるものだという前提で書かれているものもあるが、そうした認識は鷹の生態を考慮していないものといえる。逆に、人間の活動エリアに隣接する場所に存在していたからこそ、巣守という管理の主体が必要とされ、その領域での用益をめぐる相論が生じるのだと理解していくべきであろう。
　今後より詳細に検討していく必要はあるが、巣鷹山の実際の姿とは、少なくとも「厳重に管理される領域だった」という表現では、とてもではないが説明しきれない数々の側面を有していたのである。
　おわりに
　以上、本稿では、前近代社会における山野利用の規制のあり方について、巣鷹山という存在を事例としながら、いくつかの点から検討してみた。最後にこれまで述べてきたことを踏まえながら、前近代社会における山野利用の規制や環境の「保全」の問題について、どのようなことが言えるのか、ごく簡単にまとめておくことにしたい。
　巣鷹山は領主側の必要（＝巣鷹が必要）に応じて設定され、留山などと同じく、領主の意向を強固に貫徹させるための領域であり、また鷹の営巣環境を維持するために周辺地域の住人の利用が厳しく制限され、環境が保全されていく場所でもあった。実際に箕作村の巣鷹山エリアでは、今日でも環境が保全された痕跡を確認することができるわけで、単純にこうした部分だけをとらえれば、巣鷹山という制度は、環境の維持・保全に強力に作用したと位置づけることができる。しかしながら、実際には決して安定的・固定的なものではなく、周辺で用益する側からの圧力を常に受けつつ、ゆらぎの上に成り立っていた制度であったということが、古文書に記されたさまざまな内容から確認することができる。箕作村の巣鷹山の場合でも、享保期の相論の結果次第では、大規模な材木伐採が進められた可能性は十分存在していたし、相論の結果、巣鷹山の重要性が再確認された後でも、その領域内での住人の用益は一定度存在していたのである。こうしたゆらぎの中で、結果として環境が保全されていったわけであり、巣鷹山の設置＝環境保全の実現という等式は単純には成立しないのである。確かに江戸幕府が支配した時代において、権威の象徴でもある鷹の雛を産する巣鷹山が設定されたことの意味は十分に認識しなければならない。しかしその地域に住む人々が、近くの土地や山林を生活のために有効活用しようとする動きもまた、社会の中では無視することのできない力を持っており、そうした力とのせめぎ合いの中で実際の用益規制や環境保全は進展していったのである。
　箕作村の巣鷹山に即していえば、江戸時代を通じて巣鷹山と巣守が一貫して存在し、今日でもその領域では環境保全の痕跡を確認できるという点では、巣鷹山という制度が当地の環境ガバナンスとして有効に機能した事例とみることができよう。しかし巣鷹山の設置によって、自動的にそうした結果が招来したわけではない。巣鷹を求める幕府、この要求に応じるため巣鷹山を維持しようとする箕作村の巣守などの人々、巣鷹山を用益の対象とみる越後側の村々などの人々―こうした三者の思惑がせめぎ合う中で、結果的に巣鷹山がガバナンスとして機能していったのである。しかも巣鷹山の存続するために最も中心的に動いたのは、巣鷹山の支配者である幕府ではなく、巣守を中心とする箕作村の人々であった。彼らも単純に幕府の権威のために巣鷹山を維持しようとしたのではなく、享保期の相論のあり方から明らかなように、巣鷹山が信州地内であることを根拠に、越後側からの伐採圧力から御巣鷹山やその周辺の豊かな山林資源を守り、枝郷である秋山に住む百姓の生活環境を守ろうとする意識の下で行動していた。こうした独自の生活戦略に基づいた、巣鷹山のガバナンス機能の「捉え返し」が存在していたからこそ、巣鷹山を中心とした領域の環境保全が存続できたのである。
　環境保護という明確な目的の下で実施される環境保全や、貫徹することが原則である法令や政策といったものに、日常的にふれている現代の私たちの感覚からすると、前近代社会における用益の規制や環境保全に関わる政策の類も、原則的に貫徹していくことの方が普通であったと考えてしまいがちであるが、この点については十分な注意が必要である。そうした動きに対する、支配を受ける側による「捉え返し」の実相こそおさえるべきであり、支配者側の意志や政策理念だけに基づいて、その時代その時代の環境政策を論じてしまっては、大きな事実誤認に陥る可能性がある。人と自然との関わりといったテーマこそ、権力の問題としてではなく、その地域の状況やさまざまな社会的慣習などを考慮しながら、人間社会全体の中で考察していかなければならないのである。
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荒垣恒明「巣鷹献上と巣守の仕事」（秋山報告会報告集『秋山の自然と人間～その歴史と文化を考える２』二〇〇八年）
[参考図書]

塚本　学『生類をめぐる政治　元禄のフォークロア』（平凡社選書、一九八三年、のち平凡社ライブラリーより復刊）
所　三男『近世林業史の研究』(とくに第二篇第二章、吉川弘文館、一九八〇年)

根崎光男『将軍の鷹狩り』（同成社、一九九九年）
花見　薫『天皇の鷹匠』（草思社、二〇〇二年）

















